
平成２５年７月２９日

松山河川国道事務所工務第二課

国道５６号（伊予市下吾川）で通行形態が変わります！！

～交通切替のお知らせ～

四国地方整備局松山河川国道事務所が事業を進めている「国道５６号伊予イン

ター関連」において、橋梁架替工事施工のため、現国道の通行形態が変更になり

ますのでお知らせします。

■通行形態の変更場所

国道５６号（愛媛県伊予市下吾川）（詳細は別紙１参照）

■通行形態の変更日時

【第１回】平成２５年７月３１日（水） １４：００～

【第２回】平成２５年８月１２日（月） １４：００～

※段階的な工事の実施が必要であるため、２回に分けて通行形態が

変更になります。（詳細は別紙２参照）

通行形態の変更にあたって注意をお願いします

・通行形態の切り替え時は、交通誘導員を配置して誘導を行います。

・通行形態の変更後も工事は継続して実施しますので、通行時は路面

標示等の案内にしたがって、安全運転にご協力をお願いします。

伊予インター関連事業については、平成２７年度の４車線供用に向けて工事を

進めていますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

本施策は、四国圏広域地方計画「No.5圏域の連携による発展に向けた地域力向上プロジ

ェクト」の取り組みに該当します。

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所

副所長(道路) 沖上 茂人 （内線２０５）
お き う え し げ と

◎工務第二課長 神前 巌 （内線４１１）
か ん ざ き いわお

電話：０８９－９７２－００３４

◎主な問い合わせ先



＜位置図＞

＜通行形態の変更イメージ＞
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別紙２
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凡 例

現況の通行形態

第１回（７月３１日）通行形態変更

第２回（８月１２日）通行形態変更
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